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令和６年第５回岐阜県議会定例会提出議案の概要（条例その他）

（令和６年１２月４日）

議第１３６号 知事及び副知事の給与に関する条例等の一部を改正する条例に
ついて

[担当課：人事課]

知事、副知事、教育長、県議会議員及び常勤の監査委員の期末手当の
支給割合を次のとおり０．０５月分引き上げる。

現 行 改 定 後 備 考

４．３０月 ４．３５月 ※令和６年度は、12月期で調整

6月：2.15月 6月：2.175月 6月：2.15月

12月：2.15月 12月：2.175月 12月：2.20月

（令和６年度分は公布の日から起算して１月を超えない範囲内において
規則で定める日から、令和７年度分以降は令和７年４月１日から施行）

議第１３７号 岐阜県職員退職手当条例の一部を改正する条例について
[担当課：人事課]

国家公務員退職手当法の一部改正に鑑み、失業者の退職手当（※）につ
いて、次のとおり所要の規定の整備を行う。
※ 職員であった者が退職後一定の期間失業している場合に、職員の退職時に支給さ

れた退職手当の額が雇用保険法に基づく失業等給付相当額に満たないときは、その

差額分を退職手当として支給するもの

１ 雇用機会が不足する地域における給付日数の延長の暫定措置（※）に
ついて、国家公務員に準じてその適用期間を２年延長する。
※ 雇用機会が不足していると認められる地域に居住する一定の退職者に係る失業

者の退職手当の給付日数を６０日間延長する措置

２ その他所要の規定の整理を行う。

（令和７年４月１日から施行）

資料３
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議第１３８号 岐阜県職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例等
の一部を改正する条例について

[担当課：人事課]

１ 岐阜県人事委員会の令和６年１０月１０日付けの給与についての勧告
に鑑み、次のとおり所要の規定の整備を行う。

⑴ 行政職給料表を改定し、初任給を始め若年層に重点を置き、給与月
額を平均２．７６％（１０，２４７円）引き上げる。また、その他の
給料表についても、行政職給料表との均衡を基本に引き上げる。

⑵ 医師・歯科医師の初任給調整手当について、支給月額の上限額を
９００円引き上げる（改定後：３７０，４００円）。

⑶ ４級地（※）の寒冷地手当について、次のとおり引き上げる。
※ 高山市、飛驒市、郡上市及び大野郡。１～３級地については県内に該当地

域なし（増額改定は実施）

世帯等の区分 現 行 改 定 後

世帯主 扶養親族のある職員 １７，８００円 １９，８００円
である
職 員 その他の職員 １０，２００円 １１，４００円

その他の職員 ７，３６０円 ８，２００円

⑷ 期末手当及び勤勉手当について、支給割合を次のとおり０．１０月
分引き上げる。また、任期付研究員等についても、一般職員との均衡
を基本に引き上げる。

区 分 現 行 改 定 後 備 考

２．４５月 ２．５０月 ※ 令和６年度は、

期末手当
12月期で調整

6月：1.225月 6月：1.25月 6月：1.225月

一 般 12月：1.225月 12月：1.25月 12月：1.275月

職 員
２．０５月 ２．１０月 ※ 令和６年度は、

勤勉手当
12月期で調整

6月：1.025月 6月：1.05月 6月：1.025月

12月：1.025月 12月：1.05月 12月：1.075月
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２．０５月 ２．１０月 ※ 令和６年度は、

期末手当
12月期で調整

6月：1.025月 6月：1.05月 6月：1.025月

管理・ 12月：1.025月 12月：1.05月 12月：1.075月

監督職
員 ２．４５月 ２．５０月 ※ 令和６年度は、

勤勉手当
12月期で調整

6月：1.225月 6月：1.25月 6月：1.225月

12月：1.225月 12月：1.25月 12月：1.275月

２ 警察職員が海上保安庁の船舶に乗り組んで行う外国船舶の警戒業務に
従事した場合に支給される警察職員手当について、日没時から日の出時
までの間に従事した場合は、国家公務員に準じて通常の手当額に１００
分の５０を加算する。

（１⑷（令和６年度分を除く。）は令和７年４月１日から、２は公布の
日から、その他は公布の日から起算して１月を超えない範囲内におい
て規則で定める日から施行）
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議第１３９号 岐阜県厚生環境関係手数料徴収条例の一部を改正する条例につ
いて

[担当課：薬務水道課]

大麻草の栽培の規制に関する法律の一部改正に伴い、第一種大麻草採取
栽培者免許申請手数料の額を次のとおり改定する。

【改定前】 １件につき ６，７００円
【改定後】 １件につき ２２，０００円

（令和７年３月１日から施行）

議第１４０号 岐阜県救護施設等の設備及び運営に関する基準を定める条例の
一部を改正する条例について

[担当課：地域福祉課]

救護施設、更生施設、授産施設及び宿所提供施設の設備及び運営に関す
る基準を定める厚生省令の一部改正に伴い、省令の改正内容に準じた改正
を行う。

【内容】
○ 救護施設は、入所者ごとに個別支援計画を作成しなければならないこ
ととする。

○ 更生施設は、更生計画に代わるものとして、入所者ごとに個別支援計
画を作成しなければならないこととする。

（公布の日から施行）
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議第１４１号 岐阜県企画経済関係手数料徴収条例の一部を改正する条例につ
いて

[担当課：国際交流課]

旅券法施行令の一部改正に鑑み、旅券法の施行に関する事務に係る手数
料の額を次のとおり改定する。

手数料の額（１件につき）
手数料の名称

改 定 前 改 定 後

１０年旅券発給手数料 ２，０００円 ２，３００円
ただし、電子情報処理組

５年旅券発給手数料 織を使用する方法により
発給の申請をする場合に

その他旅券発給手数料 あっては、１，９００円

未交付失効後５年以内の再申請の場合（※）にあっては、上記の金額に2,000円

を加算する。

※ 申請者が旅券の発行の日から６月以内に当該旅券を受領しなかったため、当

該旅券が効力を失った場合において、当該申請者が当該旅券の失効後５年以内

に再度旅券の発給を申請する場合

（令和７年３月２４日から施行）
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議第１４２号 岐阜県屋外広告物条例の一部を改正する条例について
[担当課：都市政策課]

１ 屋外広告物（以下「広告物」という。）及び広告物を掲出する物件
（以下「掲出物件」という。）の安全性を確保するため、次のとおり規
定の整備を行う。

⑴ 広告物を表示する者等（※）に対し、当該広告物又は掲出物件につ
いて補修、除却その他必要な管理を義務付ける。
※ 広告物を表示し、若しくは掲出物件を設置する者若しくはこれらを管理する

者又は広告物若しくは掲出物件の所有者若しくは占有者

⑵ 広告物又は掲出物件の所有者又は占有者に対し、当該広告物又は掲
出物件について一定の資格者による点検を義務付ける。

⑶ 広告物の表示又は掲出物件の設置の許可又は許可の更新を受けよう
とする者に対し、⑵の点検結果の提出を義務付ける。

⑷ 広告物又は掲出物件の除却義務を次のとおり見直す。

改 正 前 改 正 後

対象者 許可を受けた者 広告物の表示者
掲出物件の設置者

除却すべき場合 許可期間が満了し、又 許可期間が満了し、又
は許可が取り消された は許可が取り消された
とき とき

表示又は設置が必要で
なくなったとき

除却期限 ７日以内 遅滞なく

２ 知事が除却により保管した特に貴重な広告物又は掲出物件の公示方法
を、県公報又は新聞紙からホームページに変更する。

３ １⑵⑶の点検結果の受付事務を全ての市町村（岐阜市、高山市、多治
見市、美濃市、恵那市、各務原市及び下呂市を除く。）に移譲する。
（岐阜県事務処理の特例に関する条例の一部改正）

４ その他所要の規定の整理を行う。

（１⑵⑶及び３は令和９年４月１日から、
その他は令和８年１月１日から施行）
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議第１４３号 宅地造成等規制法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例
の整備に関する条例について

[担当課：建築指導課]

宅地造成等規制法の一部を改正する法律の施行に伴い、次の３条例につ
いて所要の規定の整備を行う。

１ 岐阜県事務処理の特例に関する条例
[担当課：建築指導課]

⑴ 宅地造成及び特定盛土等規制法に基づく事務を大垣市、高山市、多
治見市、各務原市及び可児市に移譲する。（１法令２０項目）

⑵ 改正前の宅地造成等規制法に基づく事務について市町村への権限移
譲を廃止する。

２ 岐阜県埋立て等の規制に関する条例
[担当課：環境管理課]

特定事業（※）を行う区域の構造が満たすべき基準を、宅地造成及び
特定盛土等規制法に規定する基準に準じて定めることとする。
※ 埋立て等を行う区域の面積が3,000㎡以上である事業

３ 岐阜県土木関係手数料徴収条例
[担当課：建築指導課]

⑴ 宅地造成等工事規制区域（※１）及び特定盛土等規制区域（※２）
内において行われる宅地造成等に係る工事について、次の手数料を新
たに徴収する。
※１ 市街地や集落、その周辺など、盛土等（一定規模以上の盛土、切土及び土

石の堆積をいう。以下同じ。）が行われれば人家等に危害を及ぼしうる区域

として指定した区域

※２ 市街地や集落などから離れているものの、地形等の条件から、盛土等が行

われれば人家等に危害を及ぼしうる区域として指定した区域

手数料 区 分 手数料の額
の名称 （盛土等の面積による） （１件につき）

宅地造成等 500㎡以下 １６，０００円
許可申請手
数料 500㎡超1,000㎡以下 ２８，０００円

1,000㎡超2,000㎡以下 ３９，０００円
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2,000㎡超3,000㎡以下 ５７，０００円

3,000㎡超5,000㎡以下 ６６，０００円

5,000㎡超10,000㎡以下 ９０，０００円

10,000㎡超20,000㎡以下 １４０，０００円

20,000㎡超40,000㎡以下 ２２０，０００円

40,000㎡超70,000㎡以下 ３５０，０００円

70,000㎡超100,000㎡以下 ４９０，０００円

100,000㎡超 ６３０，０００円

土石堆積許 500㎡以下 １１，０００円
可申請手数
料 500㎡超1,000㎡以下 １４，０００円

1,000㎡超2,000㎡以下 １６，０００円

2,000㎡超3,000㎡以下 ２０，０００円

3,000㎡超5,000㎡以下 ２８，０００円

5,000㎡超10,000㎡以下 ３２，０００円

10,000㎡超20,000㎡以下 ３８，０００円

20,000㎡超40,000㎡以下 ５３，０００円

40,000㎡超70,000㎡以下 ７２，０００円

70,000㎡超100,000㎡以下 １１０，０００円

100,000㎡超 １３０，０００円

宅地造成等 次に掲げる額を合計した額（※）
変更許可申 ⑴ 設計の変更
請手数料 変更前の土地（又は面積の縮小後の土地）の上

記の面積区分に応じた手数料の１０％
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⑵ 新たに盛土等の土地を追加する変更
追加する土地の上記の面積区分に応じた手数料

土石堆積変 ⑶ その他の変更
更許可申請 １０，０００円
手数料 ※上限額

宅地造成等変更許可申請手数料 ６３０，０００円
土石堆積変更許可申請手数料 １３０，０００円

宅地造成等 500㎡以下 ２，９００円
中間検査申
請手数料 500㎡超1,000㎡以下 ２，９００円

1,000㎡超2,000㎡以下 ３，４００円

2,000㎡超3,000㎡以下 ４，０００円

3,000㎡超5,000㎡以下 ５，７００円

5,000㎡超10,000㎡以下 ５，７００円

10,000㎡超20,000㎡以下 ５，７００円

20,000㎡超40,000㎡以下 １１，０００円

40,000㎡超70,000㎡以下 ２３，０００円

70,000㎡超100,000㎡以下 ４０，０００円

100,000㎡超 ５７，０００円

宅地造成等 １通につき３５０円
適合証明書
交付手数料

⑵ 改正前の宅地造成等規制法に基づく次の手数料を廃止する。
ア 宅地造成許可申請手数料
イ 宅地造成変更許可申請手数料
ウ 宅地造成適合証明書交付手数料

（令和７年４月１日から施行）



- 10 -

議第１４４号 岐阜県土木関係手数料徴収条例の一部を改正する条例について
[担当課：建築指導課]

地方公共団体の手数料の標準に関する政令の一部改正に鑑み、宅地建物
取引業免許等申請手数料の額を次のとおり改定する。

改 定 前 改 定 後

１件につき ３３，０００円 １件につき ３３，０００円
ただし、申請を電子情報処理組織
を使用する方法により行う場合に
あっては、２６，５００円

（令和７年４月１日から施行）

議第１４５号 岐阜県証紙条例を廃止する等の条例について
[担当課：出納管理課]

１ 岐阜県証紙条例の廃止
[担当課：出納管理課]

使用料及び手数料の徴収について、証紙による収入の方法を廃止する。

※ 証紙販売終了：令和7年12月31日

証紙使用期限：令和8年 9月30日 証紙買戻し期限：令和12年12月31日

２ 岐阜県税条例の一部改正
[担当課：税務課]

⑴ 狩猟税の徴収方法を、証紙による方法から現金の納付による方法に
改める。

※ 証紙使用期限に合わせ令和8年9月30日までは証紙による方法も可能とする。

⑵ その他所要の規定の整理を行う。

（令和８年１月１日から施行）
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議第１４６号 岐阜県警察関係手数料徴収条例の一部を改正する条例について
[担当課：警察本部運転免許課]

１ 道路交通法の一部改正に伴い、次のとおり規定の整備を行う。

⑴ 運転免許証と個人番号カードの一体化により、特定免許情報（※）
を個人番号カードに記録することが可能となったことに伴い、次の手
数料を新たに徴収する。
※ その者の運転免許に係る一定の情報

手数料の名称 区 分 手数料の額（１件につき）

特定免許情報 取得時に免許証の交 １，５５０円
記録手数料 付を受けない場合 ただし、特定の試験を免除され

る者にあっては、１，３５０円
※同日に２種類以上の免許を受ける

場合は、免許１種類を増すごとに

２００円を加算

更新時に免許証の交 ８００円
付を受けない場合

上記以外 １，５００円
ただし、免許証の交付又は再交
付と同時に記録を受ける場合に
あっては、１００円

免許情報記録 免許証及び免許情報 １００円
書換手数料 記録個人番号カード

（※）を有する者に
対するもの

免許情報記録個人番 １，５５０円
号カードのみを有す ※同日に２種類以上の免許を受ける

る者に対するもの 場合は、免許１種類を増すごとに

２００円を加算

運転経歴情報 ９００円
記録手数料 ただし、運転経歴証明書の交付

又は再交付と同時に記録を受け
る場合にあっては、１００円

※ その者に係る特定免許情報が記録された個人番号カード
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⑵ 運転免許証交付手数料として、次の区分に係る手数料を新たに徴収
する。

区 分 手数料の額（１通につき）

免許情報記録個人番号カードのみを ２，５５０円
有する者が申請する場合

⑶ 運転免許証更新手数料について、名称を運転免許証等更新手数料に
変更するとともに、次のとおり区分を変更した上、額を改定する。

変 更 前 変 更 後

区 分
手数料の額

区 分
手数料の額

（１通につき） （１件につき）

経由申請 ２，５５０円 免許証 経由申請をする場合 ２，７５０円
（※１） の更新
をする場 のみ 経由申請をせず、免 １，３００円
合 許証の交付を受けな

い場合
経由申請 ２，５００円
をしない 経由申請をせず、免 ２，８５０円
場合 許証の交付を受ける

場合

免許情 経由地書換え（※２） １，０００円
報記録 をする場合
の更新
のみ 経由申請をし、経由 １，９５０円

地書換えをしない場
合

経由申請をしない場 ２，１００円
合

免許証 経由地書換えをする ２，５００円
及び免 場合
許情報
記録の 経由申請をし、経由 ２，８５０円
更新 地書換えをしない場

合
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経由申請をしない場 ２，９５０円
合

※１ 申請者の住所地を管轄する公安委員会以外の公安委員会を経由して行う申請

※２ 申請者の住所地を管轄する公安委員会以外の公安委員会において受ける免許

情報記録の書換え

⑷ 運転免許証更新申請書経由手数料について、名称を運転免許証等更
新申請書経由手数料に変更するとともに、次のとおり区分を変更した
上、額を改定する。

変 更 前 変 更 後

手数料の額
区 分

手数料の額
（１件につき） （１件につき）

５５０円 経由地書換えをする場合 １，７００円

経由地書換えをしない場合 ７５０円

２ 道路交通法施行規則の一部改正に伴い、自動車運転等講習手数料（更
新時講習）について、オンライン講習を受講した場合の手数料の額を次
のとおり定める。

区 分
手数料の額

（１件につき）

優良運転者に対する講習

一般運転者に対する講習 ２００円

違反運転者等に対する講習（特定基準不該当者
に限る。）
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３ 道路交通法施行令の一部改正に鑑み、道路交通法の施行に関する事務
に係る手数料の額を次のとおり改定する。

⑴ 運転免許試験手数料

区 分 改定前（１件につき） 改定後（１件につき）

大型自動車免許、 １，５５０円 １，６５０円
中型自動車免許又 ～４，１００円 ～３，９００円
は準中型自動車免 ただし、やむを得ない理 ただし、特定理由失効者
許に係るもの 由のため免許証の更新を にあっては７５０円、貸

受けることができなかっ 与自動車使用にあっては
た者（以下「特定理由失 ６，９００円
効者」という。）にあっ
ては８００円、試験等を
行う者が提供する自動車
を使用する場合（以下
「貸与自動車使用」とい
う。）にあっては６，６
００円

普通自動車免許に １，７５０円 １，９００円
係るもの ～２，５５０円 ～２，５００円

ただし、特定理由失効者 ただし、特定理由失効者
にあっては８００円、貸 にあっては７５０円、貸
与自動車使用にあっては 与自動車使用にあっては
３，３５０円 ３，３００円

特定第一種運転免 １，７５０円 １，８５０円
許（※）又は大型 ～２，６００円 ～２，８００円
特殊自動車第二種 ただし、特定理由失効者 ただし、特定理由失効者
免許若しくは牽引 にあっては８００円、貸 にあっては７５０円、貸

け ん

第二種免許に係る 与自動車使用にあっては 与自動車使用にあっては
もの ４，０５０円 ４，５５０円

小型特殊自動車免 １，５００円 １，６００円
許又は原動機付自 ～１，９００円 ～１，９５０円
転車免許に係るも ただし、特定理由失効者 ただし、特定理由失効者
の にあっては、８００円 にあっては、７５０円

大型自動車第二種 １，７００円 １，８００円
免許、中型自動車 ～４，８００円 ～４，５００円
第二種免許又は普 ただし、特定理由失効者 ただし、特定理由失効者
通自動車第二種免 にあっては８００円、貸 にあっては７５０円、貸
許に係るもの 与自動車使用にあっては 与自動車使用にあっては

７，６５０円 ７，４５０円
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仮運転免許に係る １，５５０円 １，６５０円
もの ～２，９００円 ～２，９５０円

ただし、貸与自動車使用 ただし、貸与自動車使用
にあっては、４，３５０円 にあっては、４，７００円

※ 大型特殊自動車免許、大型自動二輪車免許、普通自動二輪車免許又は牽引免許
けん

をいう。以下同じ。

⑵ 運転免許技能検査手数料

区 分
改 定 前 改 定 後

（１件につき） （１件につき）

大型自動車仮運転免許、中 ３，９００円 ３，９５０円
型自動車仮運転免許又は準 ただし、貸与自動車 ただし、貸与自動車
中型自動車仮運転免許を受 使用にあっては、 使用にあっては、
けている者に対する検査に ６，４００円 ６，９５０円
係るもの

普通自動車仮運転免許を受 ３，７５０円 ３，８５０円
けている者に対する検査に ただし、貸与自動車 ただし、貸与自動車
係るもの 使用にあっては、 使用にあっては、

４，５５０円 ４，６５０円

⑶ 運転免許限定解除申請手数料

改定前（１件につき） 改定後（１件につき）

１，４００円 １，３５０円
ただし、貸与自動車使用にあって ただし、貸与自動車使用にあって
は、２，８５０円 は、３，１００円

⑷ 運転免許証交付手数料

改定前（１通につき） 改定後（１通につき）

１，７００円～２，０５０円 ２，１００円～２，３５０円
ただし、仮運転免許に係るものに ただし、仮運転免許に係るものに
あっては、１，１５０円 あっては、１，１００円
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⑸ 運転免許証再交付手数料

改定前（１通につき） 改定後（１通につき）

２，２５０円 ２，６００円
ただし、仮運転免許に係るものに ただし、仮運転免許に係るものに
あっては、１，１５０円 あっては、１，０５０円

⑹ 認知機能検査員講習手数料

改定前（１人につき） 改定後（１人につき）

１，４５０円 １，４００円
ただし、自動車安全運転センター ただし、自動車安全運転センター
が行う研修等を受けた者に対する が行う研修等を受けた者に対する
講習にあっては、１，２００円 講習にあっては、１，１５０円

⑺ 運転技能検査手数料

改定前（１件につき） 改定後（１件につき）

３，５５０円 ３，６５０円

⑻ 自動車教習所技能検定員審査手数料

区 分
改 定 前 改 定 後

（１人につき） （１人につき）

大型自動車免許、中型自動車免許 ２３，４００円 ２３，７５０円
又は準中型自動車免許に係るもの

普通自動車免許に係るもの １９，５００円 １９，８００円

特定第一種運転免許に係るもの １４，７００円 １４，４５０円

大型自動車第二種免許、中型自動 ２１，５００円 ２２，２００円
車第二種免許又は普通自動車第二
種免許に係るもの
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⑼ 自動車教習所教習指導員審査手数料

区 分
改 定 前 改 定 後

（１人につき） （１人につき）

大型自動車免許、中型自動車免許 １４，５５０円 １５，１００円
又は準中型自動車免許に係るもの

普通自動車免許に係るもの １１，８５０円 １２，０００円

特定第一種運転免許に係るもの ９，６５０円 ９，９５０円

大型自動車第二種免許、中型自動 １２，４５０円 １２，８５０円
車第二種免許又は普通自動車第二
種免許に係るもの

⑽ 基準該当初心運転者再試験手数料

区 分
改 定 前 改 定 後

（１人につき） （１人につき）

準中型自動車免許に係るも １，９００円 ２，０５０円
の ただし、貸与自動車 ただし、貸与自動車

使用にあっては、 使用にあっては、
４，４００円 ５，０５０円

普通自動車免許に係るもの １，７５０円 １，９５０円
ただし、貸与自動車 ただし、貸与自動車
使用にあっては、 使用にあっては、
２，５５０円 ２，７５０円

大型自動二輪車免許又は普 １，６５０円 １，８００円
通自動二輪車免許に係るも ただし、貸与自動車 ただし、貸与自動車
の 使用にあっては、 使用にあっては、

３，１００円 ３，５５０円

原動機付自転車免許に係る １，０００円 １，１００円
もの



- 18 -

⑾ 運転経歴証明書交付手数料

改定前（１通につき） 改定後（１通につき）

１，１００円 １，１５０円

⑿ 運転経歴証明書再交付手数料

改定前（１通につき） 改定後（１通につき）

１，１００円 １，１５０円

⒀ 国外運転免許証交付手数料

改定前（１通につき） 改定後（１通につき）

２，３５０円 ２，２５０円

⒁ 自動車運転等講習手数料

区 分 改 定 前 改 定 後

安全運転管理者等講習 １時間につき １時間につき
７５０円 ８５０円

取消処分者講習 １時間につき １時間につき
２，３５０円 ２，４００円

大型自動車免許、中型自動車 １時間につき １時間につき
免許又は準中型自動車免許 ４，４５０円 ４，６５０円
（普通自動車免許保持者）を
受けようとする者に対するも
の

準中型自動車免許（普通自動 １時間につき １時間につき
車免許保持者以外）を受けよ ３，５００円 ３，８００円
うとする者に対するもの

取 普通自動車免許を受けようと １時間につき １時間につき
得 する者に対するもの ２，８００円 ３，０５０円
時
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講 大型自動二輪車免許を受けよ １時間につき １時間につき
習 うとする者に対するもの ４，１５０円 ４，３００円

普通自動二輪車免許を受けよ １時間につき １時間につき
うとする者に対するもの ４，０００円 ４，２００円

原動機付自転車免許を受けよ １時間につき １時間につき
うとする者に対するもの １，５００円 １，７５０円

大型自動車第二種免許、中型 １時間につき １時間につき
自動車第二種免許又は普通自 ３，１００円 ３，２００円
動車第二種免許を受けようと
する者に対するもの

応急救護処置講習 １時間につき １時間につき
１，４００円 １，８５０円

指定自動車教習所職員講習 １時間につき １時間につき
７５０円 ９００円

準中型自動車免許に係るもの １時間につき １時間につき
２，１５０円 ２，３００円

普通自動車免許に係るもの １時間につき １時間につき初
２，０５０円 ２，１５０円心

運
大型自動二輪車免許に係るも １時間につき １時間につき転
の ２，７００円 ２，８５０円者

講
普通自動二輪車免許に係るも １時間につき １時間につき習
の ２，５５０円 ２，７００円

原動機付自転車免許に係るも １時間につき １時間につき
の ２，４５０円 ２，５５０円

更新時講習（違反運転者等のうち １件につき １件につき
特定基準不該当者でない者に対す １，３５０円 １，４００円
るもの）

高
普通自動車対応免許に係るも １件につき １件につき

齢
の（運転技能検査の対象者を ６，４５０円 ６，６００円

者
除く。）

講
習
上記以外 １件につき １件につき

２，９００円 ２，９５０円
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違 社会参加活動を含む場合 １件につき １件につき
反 ９，０５０円 ９，３５０円
者
講 社会参加活動を含まない場合 １件につき １件につき
習 １２，５００円 １２，９００円

若年運転者講習 １時間につき １時間につき
２，２５０円 ２，６００円

特定小型原動機付自転車運転者講 １時間につき １時間につき
習 ２，０００円 ２，１００円

自転車運転者講習 １時間につき １時間につき
２，０００円 ２，０５０円

⒂ 特定任意高齢者講習手数料

区 分
改 定 前 改 定 後

（１件につき） （１件につき）

普通自動車対応免許に係るもの ６，４５０円 ６，６００円
（運転技能検査の対象者を除く。）

上記以外 ２，９００円 ２，９５０円

⒃ 初心運転者講習等通知手数料

改定前（１通につき） 改定後（１通につき）

９００円 １，０００円

⒄ その他所要の規定の整備（※）を行う。
※ 自動車教習所技能検定員審査手数料及び自動車教習所教習指導員審査手数料

について、免除される審査細目がある場合の手数料の控除額の改定

（令和７年３月２４日から施行）
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議第１４７号 濃飛２号橋上部工事の請負契約について
[担当課：道路建設課]

１ 契約の目的 公共地域連携推進事業濃飛２号橋上部工事

２ 契約の方法 一般競争入札

３ 契 約 金 額 ２，０６８，０００，０００円

４ 契約の相手方 瀧上・篠田特定建設工事共同企業体
構成員
愛知県半田市神明町１丁目１番地
瀧上工業株式会社

岐阜市金園町３丁目１９番地２
株式会社篠田製作所

５ 工事の場所 一般国道２５７号

中津川市千旦林地内

６ 工事の概要 橋りょう上部工
本線橋

延長２１３．００メートル

幅員８．００メートル

Ｂランプ橋

延長１５６．９０メートル

幅員５．５０メートル

Ｃランプ橋

延長１５６．００メートル

幅員５．５０メートル
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議第１４８号 新愛岐大橋上部工事の請負契約について
[担当課：道路建設課]

１ 契約の目的 公共地域連携推進事業新愛岐大橋上部工事

２ 契約の方法 一般競争入札

３ 契 約 金 額 ２，３９２，５００，０００円

４ 契約の相手方 高田機工・横河ブリッジ特定建設工事共同企業体
構成員
大阪府大阪市浪速区難波中２丁目１０番７０号
高田機工株式会社

千葉県船橋市山野町２７番地
株式会社横河ブリッジ

５ 工事の場所 一般県道扶桑各務原線
愛知県丹羽郡扶桑町小淵及び各務原市鵜沼大伊木町地内

６ 工事の概要 橋りょう上部工
延長３５６．００メートル
幅員１１．５０メートル

議第１４９号 濃飛３号橋上部工事の請負契約の変更について
[担当課：道路建設課]

労務費及び資材費の上昇に伴い、契約金額を増額する。

契約金額 変更前 ６５４，５００，０００円
変更後 ６８１，３２６，８００円

（＋２６，８２６，８００円）

※当初の契約内容

１ 契約の相手方 角藤・篠田特定建設工事共同企業体

２ 工 事 の 場 所 一般国道２５７号

工 事 の 場 所 中津川市茄子川地内

３ 工 事 の 概 要 橋りょう上部工

延長１０７．５０メートル

幅員１６．６４メートルから２４．６３メートル

４ 契 約 年 月 日 令和５年７月６日
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議第１５０号 岐阜県県民ふれあい会館改修工事（空調設備）の請負契約につ
いて

[担当課：公共建築課]

１ 契約の目的 岐阜県県民ふれあい会館改修工事（空調設備）

２ 契約の方法 一般競争入札

３ 契 約 金 額 ９６６，９００，０００円

４ 契約の相手方 大東・朝日特定建設工事共同企業体
構成員
岐阜市六条南３丁目１４番１号
大東株式会社

岐阜市早田栄町４丁目２８番地
朝日設備工業株式会社

５ 工事の場所 岐阜市薮田南地内

６ 工事の概要 空気調和設備工事 一式
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議第１５１号 岐山高等学校北舎建築工事の請負契約の変更について
[担当課：公共建築課]

労務費及び資材費の上昇等に伴い、契約金額を増額する。

契約金額 変更前 １，９６３，５００，０００円
変更後 ２，０４３，２９１，８００円

（＋７９，７９１，８００円）

※当初の契約内容

１ 契約の相手方 大日本・市川・岐南特定建設工事共同企業体

２ 工 事 の 場 所 岐阜市長良小山田地内

３ 工 事 の 概 要 北舎

鉄筋コンクリート造３階建

延べ面積５，８３９．８８平方メートル

渡り廊下

鉄骨造２階建

延べ面積１７９．２１平方メートル

鉄骨造２階建

延べ面積１５７．１９平方メートル

自転車置場

アルミニウム合金造平屋建

延べ面積１１４．５１平方メートル

アルミニウム合金造平屋建

延べ面積４０．１５平方メートル

アルミニウム合金造平屋建

延べ面積３４．８７平方メートル

アルミニウム合金造平屋建

延べ面積３４．８７平方メートル

アルミニウム合金造平屋建

延べ面積３４．４３平方メートル

アルミニウム合金造平屋建

延べ面積３４．４３平方メートル

アルミニウム合金造平屋建

延べ面積２８．７１平方メートル

アルミニウム合金造平屋建

延べ面積２３．３２平方メートル

アルミニウム合金造平屋建

延べ面積１１．７７平方メートル

ごみ置場

鉄骨造平屋建

延べ面積３８．０８平方メートル

４ 契 約 年 月 日 令和５年１２月２１日
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議第１５２号 徳山ダム上流域の山林の取得について
[担当課：水資源課]

県は、徳山ダム上流域の公有地化を推進するため、次の山林の取得（共
有持分の取得を含む。）をする。

１ 所 在 地 揖斐郡揖斐川町戸入字坂原６３５番２０ほか２１筆

２ 取得予定面積 ２，１３７，２４８．１２平方メートル（うち、共有
持分の取得に係る山林の面積は、２，０４５，２０４．
４３平方メートル（共有持分の取得に係る山林の筆ご
との面積に当該筆に係る県が取得する共有持分の割合
を乗じて得た数に相当する面積の合計は、２０，４４
７．１１平方メートル））

３ 所 有 者 木原造林株式会社ほか８名

４ 取得予定金額 １２，３６１，８６７円

５ 取得の方法 買収

【参考】
今回上程分に係る山林の取得状況

今回の議案に 持分割合換算面積(B) 取得割合

筆数 係る土地全体 ((A)に持分割合を乗 (全取得対象面積

の面積(A) じた換算面積) 約17,700haに対

する(B)の割合）

完全取得する山林 9筆 9.2ha 9.2ha 0.05％

持分取得する山林 13筆 204.5ha 2.0ha 0.01％

合 計 22筆 213.7ha 11.2ha 0.06％

↓
既取得割合（９４．２２％）を加えると、９４．２８％

（１６,６８８ha）

（※端数処理のため合計が合わないことがある。）

筆 数：今回取得する土地の筆数

※ 完全取得：単独所有山林の取得及び共有山林の共有持分の全部の取得

持分取得：共有山林の共有持分の一部の取得
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議第１５３号 指定管理者の指定について
[担当課：産業デジタル推進課]

ソフトピアジャパンセンター及び県営住宅（ソピア・フラッツに限る。）
に係る指定管理者を次のとおり指定する。

１ 指定管理者となる団体 伊藤忠アーバンコミュニティ・グループ
構成員
東京都中央区日本橋大伝馬町１番４号
伊藤忠アーバンコミュニティ株式会社

東京都中央区日本橋３丁目１０番５号
株式会社コングレ

羽島市正木町須賀５４４番地の１７
カワボウテキスチャード株式会社

大垣市小野４丁目３５番地１０
グレートインフォメーションネットワーク
株式会社

東京都港区芝４丁目１１番３号
グローブシップ株式会社

２ 指 定 の 期 間 令和７年４月１日から令和１２年３月３１日まで

議第１５４号 指定管理者の指定について
[担当課：都市公園課]

岐阜県百年公園（博物館に係る区域を除く。）に係る指定管理者を次の
とおり指定する。

１ 指定管理者となる団体 岐阜市雛倉７９４番地の１
昭和造園土木株式会社

２ 指 定 の 期 間 令和７年４月１日から令和１４年３月３１日まで
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議第１５５号 指定管理者の指定について
[担当課：都市公園課]

各務原公園に係る指定管理者を次のとおり指定する。

１ 指定管理者となる団体 岐阜市薮田南３丁目７番２０号
株式会社技研サービス

２ 指 定 の 期 間 令和７年４月１日から令和１２年３月３１日まで

議第１５６号 指定管理者の指定について
[担当課：都市公園課]

ぎふ清流里山公園に係る指定管理者を次のとおり指定する。

１ 指定管理者となる団体 里山賑わい創出グループ
構成員
東京都港区虎ノ門４丁目１番１号
株式会社エイチ・アイ・エス

美濃市２２７５番地の１
古川紙工株式会社

２ 指 定 の 期 間 令和７年４月１日から令和１４年３月３１日まで

議第１５７号 当せん金付証票の発売について
[担当課：財政課]

令和７年度に発売する当せん金付証票の発売総額を１９０億円以内とす
る。
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議第１５８号 地方独立行政法人岐阜県総合医療センター定款の変更について
[担当課：医療整備課]

法人設立時に県から承継した建物の取壊しに伴い、所要の規定の整理を
行う。

議第１５９号 地方独立行政法人岐阜県総合医療センター第４期中期目標の制
定について

[担当課：医療整備課]

地方独立行政法人岐阜県総合医療センターが達成すべき業務運営に関す
る目標を次のとおり定める。

１ 中期目標の期間
令和７年４月１日から令和１２年３月３１日まで

２ 住民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する事項
周産期医療については、未熟児や重症妊産婦に対する高度な医療の提

供等、総合周産期母子医療センターとしての機能を強化するとともに、
胎児診断や胎児治療を実施すること。 等

３ 業務運営の改善及び効率化に関する事項
医療需要の動向や経営状況の変化に迅速かつ的確に対応することがで

きるよう、職員配置の在り方を検証し、弾力的に運用すること。 等

４ 財務内容の改善に関する事項
業務運営の改善及び効率化を効果的に進めることで、経常収支比率

１００％以上を達成すること。 等

５ その他業務運営に関する重要事項
県全体の中核病院として、岐阜県及び岐阜県の設立した他の地方独立

行政法人との間で、医師の診療応援や人事交流といった支援・連携を推
進すること。 等
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議第１６０号 地方独立行政法人岐阜県立多治見病院第４期中期目標の制定に
ついて

[担当課：医療整備課]

地方独立行政法人岐阜県立多治見病院が達成すべき業務運営に関する目
標を次のとおり定める。

１ 中期目標の期間
令和７年４月１日から令和１２年３月３１日まで

２ 住民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する事項
がん医療については、手術支援ロボット、骨髄移植や高精度放射線治

療装置などによる高度医療の提供に加え、患者の就労も含めた相談支援
の充実を図るなど、拠点病院としての機能を強化すること。 等

３ 業務運営の改善及び効率化に関する事項
医療需要の動向や経営状況の変化に迅速かつ的確に対応することがで

きるよう、職員配置の在り方を検証し、弾力的に運用すること。 等

４ 財務内容の改善に関する事項
業務運営の改善及び効率化を効果的に進めることで、経常収支比率

１００％以上を達成すること。 等

５ その他業務運営に関する重要事項
岐阜県及び岐阜県の設立した他の地方独立行政法人との間で、医師の

診療応援や人事交流など、連携を推進すること。 等
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議第１６１号 地方独立行政法人岐阜県立下呂温泉病院第４期中期目標の制定
について

[担当課：医療整備課]

地方独立行政法人岐阜県立下呂温泉病院が達成すべき業務運営に関する
目標を次のとおり定める。

１ 中期目標の期間
令和７年４月１日から令和１２年３月３１日まで

２ 住民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する事項
高齢人口が多い地域性を踏まえた予防医療の推進、回復期機能の更な

る充実、療養病床の活用等により、予防から治療、在宅復帰支援までの
一貫した医療を提供するとともに、へき地医療の拠点病院として診療所
への医療支援の充実を図ること。 等

３ 業務運営の改善及び効率化に関する事項
医療需要の動向や経営状況の変化に適切に対応することができるよ

う、診療部門や職員配置の在り方を検証し、診療体制の適正化を図る
こと。 等

４ 財務内容の改善に関する事項
業務運営の改善及び効率化を効果的に進めることで、中期目標期間の

各年度において、減価償却前収支の黒字化を達成し、中期目標期間の最
終年度までに経常収支比率１００％以上を達成すること。 等

５ その他業務運営に関する重要事項
岐阜県及び岐阜県の設立した他の地方独立行政法人との間で、医師の

診療応援や人事交流など、連携を推進すること。 等


